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は じ め に 

核家族化の進展や地域におけるつながりの希薄化など

の社会環境の変化、子育てをしながらの仕事と家庭の両

立の難しさ、そして子育てに対する経済的・精神的負担

感の増大など、子育て家庭を取り巻く環境は、急速に進

行する少子化に一層の拍車をかけています。 

こどもや若者についても、いじめや不登校、児童虐待

の増加に加え、こどもの貧困やヤングケアラーなど、取

り巻く様々な課題が複雑・多様化し、深刻な状況になっ

ております。 

こうした状況を背景に、国においては、こどもの健やかな成長を社会全体で後

押しするため、令和５年４月に「こども家庭庁」が設立され、併せて、こども政

策を総合的に推進するための「こども基本法」が施行されました。さらに令和５

年１２月には、「こどもまんなか社会の実現」を目的に「こども大綱」が策定され

ました。 

本市では、これまで「第２期子ども・子育て支援事業計画（令和２年度～令和

６年度）を策定し、地域社会における総合的な子育て支援を進めてまいりました

が、こども・子育て支援施策を総合的に、そしてより一層推進するため、「こども

大綱」に基づき、令和７年度から令和１１年度を計画期間とする「幸手市こども

計画」を策定することといたしました。 

本計画では、就学前児童や小学生児童の保護者にご協力いただき実施しました

子ども・子育て支援ニーズ調査や、こども当事者の意見表明機会として開催した

中学生ワークショップ、そして市内で事業を展開されている団体や事業者からの

ヒアリングでの意見などを基に、政策目標を「こども・家庭・地域が、あたたか

さにふれながら、互いに育ちあうまち」と掲げました。幸手市の未来を担うこど

もたちが、豊かな自然や地域のあたたかさにふれながら、自分らしくいきいきと

成長できるよう、引き続き施策の推進に努めてまいりますので、市民の皆様や関

係各位におかれましては、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定にあたり、幸手市児童福祉審議会の委員の皆様をはじめ、

ご協力いただきましたすべての皆様に対しまして、心からお礼申し上げます。 

令和７年３月 

幸手市長 木村 純夫 
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